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川俣町の水道は、昭和３６年の創設以来、町勢の

発展に伴い、施設拡張を行い、安定給水に努めて参

りました。 

近年、水道を取り巻く環境は、行政改革・規制緩和

を背景とした民間委託の推進など経営の効率化、また、環境保全等の課題

への対応を求められるなど急激に変化しています。 

加えて、水道水の水質、災害時における給水の確保など、安全で安心

及び安定的な水道水の供給についての町民ニーズも高まっています。 

一方、景気は、原材料の価格高騰、消費者物価指数の上昇も続いてお

り、減速傾向にあります。このような経済状況のなかで、水需要は、少子・高

齢化、人口減、環境に配慮した循環型社会の到来、節水意識の浸透により、

減少傾向となっております。 

川俣町では、第４次振興計画「ゆう・ゆうライフ川俣町」を基本理念に、町

民と町による協働のまちづくりに取り組み、「暮らしやすい川俣町する」ため

の施策として、上水道の充実を図ることとしております。 

川俣町の水道事業は、摺上川ダムが平成１７年１０月に完成し、平成１９

年度から、福島地方水道用水供給企業団からの本格受水を開始したこと

により、新たな時代を迎えました。こうしたなかで、今後の水道事業の進む

べき方向を示すために、本計画を策定いたしました。 

この基本計画をもとに、町民のみなさまと協働による「人が元気、地域が

元気なまち」を目指して水道事業の更なる発展に向けて努力して参ります

ので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

平成２０年１１月 

                         川俣町長 古 川 道 郎 

はじめに 
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第第第１１１章章章   川川川俣俣俣町町町水水水道道道事事事業業業ののの基基基本本本理理理念念念   

１１１   基基基本本本理理理念念念   

『川俣町水道事業計画』は、本町水道事業の基本理念を明示し、安全で

安心な水道水の供給を通じて、町民生活の向上に貢献していくための指

針として制定しました。 

私たちは、町民と協働して、水環境を守りながら、自然の恵みである『水』

を通して、最高の水道サービスに挑戦し、清浄にして豊富、低廉(安価)な

水の供給を図り、『潤いとゆとりあるライフラインの実現』を目指すものです。 

２２２   基基基本本本方方方針針針   

水道事業は３６５日、２４時間休みなく、安全で安心な水道水を安定的に

供給しなければならない使命があります。水道は不可欠なものであり、人間

が生活していくうえで正に『命の水』であります。 

水道事業は、公共の福祉の増進と企業の経済性を発揮する二面性があ

るため、特別会計で経営をしています。 

基本理念の実現に向け、今後の水道事業の進むべき方向を示す基本

方針を策定しました。 

☆基本理念（ミッション）☆ 

わたしたちは、最高の水道サービスに挑戦し、『潤

いとゆとりあるライフラインの実現』を目指します。 
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◇町民から信頼される水道を創る◇ 

将来にわたり、安全で安心な水道水を安定的に供給するために、水源

上流の環境を守り、良質原水保持のために、町民に水源環境を考える思

想を啓発します。水質管理体制の強化、施設の更新、耐震化をすすめ、

平常時は、もとより非常時でも供給できる水道を構築します。 

◇町民満足度を向上させる◇ 

町民の視点に立ち、情報公開を積極的に推進し、水道事業に対する

関心や参画意識を高めます。多様化するニーズや社会情報に対応し、

提供するサービスの質及び利便性を向上させることにより、町民満足度を

高めていきます。 

また、町民一人ひとりが、清浄な水道水を確保するために、水源環境

及び水道施設の適切な管理責任を担っていることについて、理解を深め

るための広報活動等を行います。 

◇経営の健全化を図る◇ 

経営環境の変化を踏まえ、中長期的な視点に立った経営計画を策定

し、より一層計画・透明性の高い水道事業経営の推進を図ります。 

コスト縮減に努め、ＰＤＣＡサイクル(計画⇒実施⇒評価⇒改善)により、

適切な計画の見直しを実施します。 

新規加入者には、施設規模拡大等の先行投資と、既使用者の料金影

響を最小限にするため、加入金制度を導入しています。 

☆基本方針（ビジョン）☆ 

１．町民から信頼される水道を創る 

２．町民満足度を向上させる 

３．経営の健全化を図る 

４．人材の育成と活用を図る 



-6-  

◇人材の育成と活用を図る◇ 

職員の技術・能力の強化を図ると共に、常に職員間で目標を共有し、

組織が一丸となって変革に取り組める風土を作ります。 

３３３   行行行動動動指指指針針針   

私たち職員は、基本理念の実現に向けて、共通の価値基準をもって行

動して参ります。その価値基準を、行動指針として定めました。 

 

 ☆行動指針☆ 

１．思いやりをもち、常に誠実な心で対応します。 

２．責任をもって、適切かつ迅速に行動します。 

３．向上心をもち、より高い目標に向って挑戦します。 

４．安全･安心に心掛け、安定した経営をします。 
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第第第２２２章章章   水水水道道道事事事業業業計計計画画画ののの策策策定定定方方方針針針   

１１１   計計計画画画ののの趣趣趣旨旨旨ととと位位位置置置づづづけけけ   

川俣町水道基本計画の上位計画である第４次振興計画(目標年次：平

成２２年度)には、基本理念である『ゆう・ゆうライフ川俣町』を実現するため

に、「暮らしやすい川俣町にする。」という基本目標が定められています。 

川俣町水道基本計画は、この基本目標の中に水道事業整備計画を盛り

込み、本町水道事業の中長期構想として、今後１０年間の施策の方向性を

示すものであり、今後の水道事業の指針となるものです。 

本町の水道事業は、摺上川ダムの完成により将来にわたり良質で安定し

た水源を確保しました。ただし、このことにより、受水費の増加になど経営環

境は、厳しくなると予想されます。創設以来、使用しております水源、浄水

場を中心に配水計画を策定し、摺上川ダムからの受水量は前協定を尊重

し、かつ経済的範囲で決定したいと考えています。これらの課題に対応す

るためにも職員一人ひとりが共通の理念をもって、本町水道事業の健全な

発展に努めることが重要であります。 

この基本計画は、基本理念を『潤いとゆとりあるライフラインの実現を目

指して』と掲げ、将来を見えすえた水道事業の進むべき方向を、職員はもと

より水道使用者である町民に示し、時代の変化に対応した真にお客様本

位の水道経営を目指していくものです。 
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２２２   計計計画画画期期期間間間   

 

 

 

 

 

 

 

町水道事業基本計画期間は、平成２０年度から２９年度までの１０年間と

していますが、上位計画である第４次川俣町振興計画『ゆう・ゆうライフ川俣

町』目標年次平成２２年度(２０１０年度)と新計画との整合を図るため、中間

年度に見直しを行います。 

また、水道事業を取り巻く社会・経済情勢の変化や計画の進捗状況など

に柔軟かつ、適切に対応するために実施計画は３ヵ年計画とし、ローリング

方式により毎年見直しを図って、成果指標と目標値の検証をいたします。 

計 画 期 間 

基本計画は、平成２０年度（２００８年度）から平成２９年度 

（２０１７年度）までの１０年間とします。 

 

 

基本理念 

 

基本方針 

 

行動指針 

 

 

 

町民ニーズ 

社会情勢 

国県の施策 

財政状況 

etc 

基本理念 外的・内的要因 

各事業・サービス 

水道事業基本計画 

第４次振興計画 

図１ 水道事業基本計画の概要 
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上位計画 第４次川俣町振興計画    ⇒第５次川俣町振興計画 

H２２まで     H２３から 

基本計画           １０年間               H２９  

 

見直し 

 

 

 

 

 

実施計画 ３年間   ・３ヵ年を期間とする実施計画 
       

     

  ３年間  
      

・ローリング方式により、毎年度見直し 

       

   ３年間 ・明確な目標の設定と公表 

３３３   戦戦戦略略略計計計画画画   

川俣町水道事業基本計画は、水道事業を取り巻く環境の変化に迅速に

対応した戦略計画としています。 

戦略計画とは、組織の果たすべき役割(ミッション)や実現すべき姿(ビジョ

ン)を明確にし、それをどのような手段で実現するかを示すものです。 

この基本計画は、本町水道事業のミッション、ビジョンを明確にした上で、

施策や事業の優先順位づけを行い、目標値を掲げて達成状況を適切に評

価・フィードバックすることにより、事業運営を進めようとする計画です。また、

計画策定プロセスを通じて、ミッション、ビジョンが共有化され、現場の目標

が明確化され、組織文化の変革を図ろうとしています。 
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第第第３３３章章章   水水水道道道事事事業業業施施施策策策ののの体体体系系系図図図   

 

基本理念(ミッション) 
わたしたちは、最高の水道サービスに挑戦し、『潤い

とゆとりあるライフラインの実現』を目指します。 

 

 

基本方針(ビジョン) 
１.町民から信

頼される水道

を創る。 

２ . 町 民 の 満

足度を向上さ

せる。 

３ . 経 営 の 健

全化を図る。 

４ . 人 材 の 育

成と活用を図

る。 

 

 

戦略目標 
１ ２ ３ ４ 

☆受水体制の確立 

☆維持管理の強化 

☆水質管理の強化 

☆災害対策に強化 

☆環境への配慮 

☆広報公聴の充実 

☆窓口サービスの

充実 

☆未普及地域の解

消 

 

☆健全経営の取組 

☆事業評価による

品質の向上 

☆漏水防止対策 

☆業務の効率化 

☆コストの低減化 

☆能力の向上と意

識改革 

☆組織の活性化 

☆職員満足度の向

上 

 

 

 

アクションプラン 

具体的取組 
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第第第４４４章章章   水水水道道道事事事業業業ののの現現現状状状ととと課課課題題題   

１１１   水水水道道道事事事業業業ののの沿沿沿革革革   

（１） 水道事業の創設(昭和３６年～同４６年) 

川俣町は、昭和３０年３月に１町７カ村が合併して新川俣町が誕生しま

した。当時、本町の飲料水のほとんどが浅井戸に依存してきましたが、渇

水期には井戸水が枯渇し、長雨後には、井戸水が濁る等、良質な飲料水

を確保することが困難であり町民の生活不安を招きました。 

町民の生活不安を解消、飲料水の確保と衛生面から上水道設置の要

望が高まり、町議会の議決(昭和３３年８月１４日)を経て、水道事業認可申

請(昭和３３年８月１５日)を行い、水道事業布設認可(昭和３３年８月３０日)

を受けました。 

水源は広瀬川支流長滝川の小綱木字葭ケ入地内及び広瀬川支流小

谷沢川の小綱木字森の腰地内にそれぞれ求め、急速薬品沈殿池(１池)、

急速ろ過池(１池)、浄水池(１池７５０立方メートル)からなり、これらの施設

を経由した浄水は塩素消毒されて自然流下により給水されます。計画給

水人口を１５,０００人、計画１日最大給水量３，０００立方メートルと定めまし

た。 

工事は、昭和３４年４月に着工し、３７年３月に竣功しました。実に３年を

要した大工事でありました。工事費用は７千１００万円を要し、念願の施設

も完成し、町民待望の水道水を供給したのは昭和３６年９月でありました。 
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（２） 拡張事業の経過 

① 第１次拡張事業(昭和４６年度～同４７年度) 

 [計画給水人口 ： １５,０００人  計画１日最大取水量 ： ５,２５０㎥] 

町勢の伸展と町民生活の向上による水需要の増加に対応するため第

１次拡張事業を実施し、水源、沈殿池及び急速ろ過池を増設し、既設に

加えて、もう一系統を増設して二系統の運転が可能となり、増加する水需

要に対応しました。 

② 第２次拡張事業(昭和５３年度～同５４年度) 

 [計画給水人口 ： １５,０００人  計画１日最大取水量 ： ５,２５０㎥] 

給水区域拡張要望があり、東福沢・鶴沢・小神・羽田地区への拡張を

実施し、住民の公共福祉の増進と要望に応えた事業でありました。 

③ 第３次拡張(昭和６１年度～平成元年度) 

 [計画給水人口 ： １２,８００人  計画１日最大取水量 ： ６,４００㎥] 

浄水場第三水源のラバーダム、中央監視装置の導入により、一部自動

化と整備、配水関係では給水区域の拡張(東福沢)が主な事業でありまし

た。 

④ 第４次拡張(平成１２年度～平成１６年度) 

 [計画給水人口 ： １３,５００人  計画１日最大取水量 ： ７,０５０㎥] 

摺上川ダムから受水する配水施設の整備事業として西部配水池の新

設及び給水区域拡張事業でありました。 

（３） これからの水道 

昭和４６年の第１次拡張から３次にわたる拡張事業を実施し、長期的な

展望に立ち摺上川ダムに水源を確保する取り組みをし、福島地方水道用
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水供給企業団からの受水施設の築造及び管網整備を行うため平成１２年

度から第４次拡張事業に着手しました。 

昭和５７年ダム建設計画着手以来、国土交通省(旧建設省)によって進

められてきた摺上川ダム建設事業が、平成１７年度末には完成しました。

これにより将来にわたり安定した第二の水源を確保したことになり、自己

水源とあわせより一層安定した給水が可能となりました。平成１９年４月か

らは本格受水となり、本町水道事業の歴史に新たな一歩を刻むことになり

ました。 

今後は、昭和５３年度から昭和５４年度に布設した、総延長約１５ｋｍの

石綿セメント管を更新する大きな事業を実施します。 
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摺上川ダム   
 

すりかみ浄水場  

西部配水池(小神) 

上水道浄水場(小綱木) 

すりかみ浄水場(福島市)

摺上川ダムからの受水体制 

上水道浄水場(小綱木)

摺上川ダム(福島市)
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（４） 事業の計画と給水人口・給水量の変化 

年度 
給水人口

(人) 

１日平
均給水
量(㎥) 

年間配水
量(㎥) 

１日最大
給水量

(㎥) 

施設能
力(㎥) 

特記事項 

昭和 36 3,286 74 27,160  3,000 36 年 9 月創業 

37～42  資料なし 

43 8,721 1,180 430,695   ・地方公営企業法適用による経営 

44 8,991 1,393 508,295   ・料金改定 

45 9,645 1,430 521,795 2,942   

46 9,756 1,797 657,563 3,300   

47 8,259 1,871 682,965 3,157  
・昭和 48 年 1 月 1 日料金体系を用途別から口径別
へ移行・料金改定(平均 28.5%)・分担金制度新設 

48 8,411 1,984 724,151 3,159 6,000  

49 8,672 2,047 747,253 2,977  ・赤字決算 4,606 千円 

50 8,557 2,156 789,179 3,252  ・料金改定昭和 50 年 10 月 1 日(平均 35.6％) 

51 8,856 2,296 838,095 3,185  ・赤字決算 604 千円 

52 8,957 2,306 841,592 3,183  
・料金改定昭和 52 年 4 月 1 日(平均 23.76％) 
・分担金改定(40.0%) 

53 9,662 2,526 922,144 3,588   

54 9,939 2,652 970,791 3,681   

55 10,152 2,537 925,825 3,356   

56 10,325 2,431 887,264 3,340  
・料金改定昭和 56 年 4 月 1 日(平均 27.72%) 
・分担金改定(50.0%) 

57 10,605 2,427 885,944 3,279  ・赤字決算 12,715 千円 

58 10,659 2,727 998,172 4,189  
・赤字決算 3,072 千円 
・料金改定 58 年 11 月 1 日(平均 27.70％) 

59 10,706 2,831 1,033,141 3,850   

60 10,832 3,162 1,154,146 4,093   

61 10,980 3,196 1,166,386 4,724  

62 11,077 3,370 1,233,352 4,551  

63 11,300 3,480 1,270,064 4,783  

・料金改定昭和 61 年 4 月 1 日(平均 11.80％) 
・昭和 62 年 5 月簡易水道事業創業 
・第３次拡張工事(昭和 61 年 10 月から平成元年 3 月) 

平成元 11,435 3,648 1,331,399 4,927  消費税新設(３％) 

2 11,650 3,928 1,433,883 5,087   

3 11,573 4,273 1,563,943 5,699   

4 11,519 4,234 1,545,413 5,800   

5 11,488 4,081 1,489,431 5,306   

6 11,716 4,205 1,534,719 6,062   

7 11,846 4,021 1,471,850 5,342   

8 11,786 4,007 1,462,477 5,369   

9 11,636 4,108 1,499,505 5,658  消費税改定(５％) 

10 11,741 3,903 1,424,682 5,033   

11 11,863 3,848 1,408,489 5,116   

12 11,918 3,818 1,393,744 5,218   

13 12,027 3,642 1,329,265 4,799  

14 12,001 3,597 1,312,878 4,862  

15 11,312 3,070 1,123,572 4,205  

・第４次拡張工事(平成 12 年 4 月から平成 15 年 3
月) 

16 11,331 3,260 1,189,722 4,561  総額表示 

17 11,280 3,196 1,166,655 4,039  ・料金改定平成 17 年 7 月 1 日(平均 24.05%) 

18 11,009 3,031 1,106,361 3,884   

19 11,002 2,989 1,094,063 3,775  福島地方水道用水供給企業団本格受水 

表１ 事業計画と実績及び給水人口給水量の変化 
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（５） 近年の事業推移 

年度  

項目 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

行 政区 域 内
人口(人) 17,872 17,636 17,539 17,374 17,249 17,015 16,933 16,605 16,249

給水人口(人) 11,863 11,994 12,027 12,001 11,312 11,331 11,280 11,009 11,002

給水戸数(戸) 3,627 3,627 3,644 3,663 3,649 3,655 3,639 3,616 3,602

水 道普 及 率
(％) 66.4 68.0 68.6 69.1 65.6 66.6 66.6 66.3 67.7

導水・配水管
延長(ｍ) 53,880 54,087 55,060 54,864 54,864 54,972 55,165 55,565 56,492

年 間総 給 水
量(㎥) 1,408,488 1,393,744 1,329,265 1,312,878 1,123,572 1,189,722 1,166,655 1,106,361 1,094,063

年 間総 有 効
水量(㎥) 1,282,296 1,272,337 1,189,072 1,170,728 1,065,396 1,097,457 1,065,915 1,014,689 1,012,190

年 間総 有 収
水量(㎥) 1,248,125 1,238,166 1,171,552 1,159,367 1,043,269 1,077,255 1,030,864 989,680 986,301

一 日最 大 配
水量(㎥) 5,113 5,218 4,799 4,862 4,205 4,561 4,039 3,884 3,775

一 日平 均 配
水量(㎥) 3,859 3,819 3,647 3,596 3,070 3,260 3,198 3,031 2,989

一 人一 日 最
大配水量(ι) 431 435 399 405 372 403 358 353 343

一 人一 日 平
均配水量(ι) 325 318 303 300 271 288 284 275 272

有収率(％) 88.6 88.8 88.1 88.3 92.9 90.5 88.4 89.5 9025

職員数(人) 6 6 6 6 6 6 5 5 5

負荷率(％) 75.4 73.2 76.0 74.0 73.0 71.5 79.2 78.0 79.2

施 設利 用 率
(％) 60.3 59.7 57 56.2 48 50.9 50 50.5 49.8

最 大稼 働 率
(％) 79.9 81.5 75 76 65.7 71.3 63.1 64.7 62.9

給水原価(円) 163.34 185.65 172.58 173.52 189.07 185.65 184.41 207.74 220.13

供給単価(円) 166.18 175.95 170.63 169.7 176.51 175.95 202.4 226.98 227.76

表２ 近年の事業推移表 
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２２２   水水水道道道事事事業業業ののの分分分析析析(((ＳＳＳＷＷＷＯＯＯＴＴＴ分分分析析析)))   

（１） 現状と課題 

水道事業のビジョン達成に向けた戦略を策定する前提として、自分た

ちの組織の現状がどうなっているのか分析を行いました。活かすべき水道

事業の強みと機会、改善すべき弱みと脅威について、次のとおり整理しま

した。 

（２） ＳＷＯＴ分析 

  

 

 

 

 

① 外部環境（機会） 

a 水道ビジョン・水道事業ガイドライン 

厚生労働省は、水道のあるべき将来像をまとめた「水道ビジョン」を策

定し、平成１６年６月に公表しました。我が国の水道の現状と将来の見通

しを分析、評価し、水道関係者が共通目標を持つことと、その実現のため

の具体的な施策や工程を提示しています。 

また、平成１７年１月には、日本水道協会では国際規格ＩＳＯに基づく水

道事業ガイドラインを制定しました。水道事業ガイドラインは、水道サービ

スといった抽象的な概念を業務指標(ＰＩ)として数値化したものです。これ

により、水道事業も個別の業務における目標管理や事業評価が一定基

準のもとに行われることになります。 

機会（Ｏ） 

機会（O） 

強み（S） 

脅威（T） 

弱み（Ｗ） 

外部環境(社会経済環境、町民・行政ニーズ)  

内部環境（川俣町の資源、風土、他町との比較） 

ＳＷＯＴ分析 活かす 改善する 
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b 公共サービスの民間開放 

· 水道法の改正(平成１４年４月施行) 

責任体制も含めた形での水道施設の技術的業務の第三者(他の市

町村や民間事業者)への委託が制度化され、事業主体以外の者でも施

設の技術的運営が可能となりました。 

· 地方自治法の改正(平成１５年９月施行) 

水道施設は、地方自治法の「公の施設」に位置づけられており、その

管理委託については、地方公共団体や地方公共団体の出資する第三

セクターなどに限られていましたが、民間企業(指定管理者)に運営管理

を委ねることができるようになり、いわゆる「公設民営方式」の途が開か

れています。 

· 地方独立行政法人法の制定(平成１６年４月施行) 

より効果的に行政サービスの提供を行う目的で、地方公共団体とは

別の法人格をもつ法人として、「地方独立行政法人法」が制定されまし

た。財務や人事管理などの面から経営の自由度が増し、より効果的な

業務執行が期待されます。 

c 情報の公開 

水道事業が地域独占事業であることから、その財政の実態や経営の

効率化状況、施設整備計画について、使用者に対し積極的に経営情

報を公開することが求められています。情報公開は、使用者による事業

内容のチェックと水道事業経営に対する効率化の誘因となることが期待

されています。実施にあたっては、町民にわかりやすい文言、表、指標

などを公開するように努めます。 
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d 環境問題 

近年の地球環境保全に対する意識の高まりと共にエネルギーの効率

的な利用や健全な水環境の確保等、環境へ負荷の少ない持続可能な

循環型社会の実現が求められています。 

e 広域化の展開 

川俣町の水源用水を摺上川ダムに求め、一方、一市十一町(現在三

市三町)の広域的な連携で、福島地方用水供給企業団を組織し、水道

用水を確保しました。また、大規模災害時においても、連携強化が求め

られています。 

f ＩＴの高度化 

インターネットの飛躍的な普及等により、電子商取引をはじめとする

社会経済活動や、地理的制約を超えた新たなコミュニケーションの形成

など、生活の様々な分野に大きな影響を及ぼしています。 

g 地震対策 

平成７年１月の阪神・淡路大震災、平成１６年１０月の新潟県中越地

震、１９年７月中越沖地震、２０年６月には岩手宮城内陸地震などの発

生により、町民の防災意識が高まっており、ライフラインの確保のために

災害対策が求められています。 

h おいしい水の要求 

我が国では、水道の普及率は、９６％を超え、安価で直接飲用できる

安全な水を供給していますが、近年ではミネラルウォーターの消費量の

増大や家庭浄水器の普及が進むなど、飲用に「安全でおいしい水」を

求める傾向が高まっています。 



-20-  

② 外部環境（脅威） 

a 少子高齢化と人口減少 

少子・高齢化の進展により、２１世紀の我が国は、超高齢・人口減少

社会を迎えます。従来の右肩上がりの成長社会から成熟社会へのシス

テムの転換が求められています。 

b 水需要の減少 

人口の減少、少子高齢化、生活様式の変化、節水意識の向上など

により、有収水量は、低下の一途をたどっています。 

c 景気の減速 

アメリカにおけるサブプライムローン問題に端を発した金融不安と、原

油･穀物価格上昇による消費者物価の押し上げや、リストラなどによる雇

用問題等が、町民生活の不安要因となっています。 

d 水質管理の強化 

水質基準の改正(平成１６年４月施行)により、水質基準項目が４６項

目から５０項目に増加しました。また、水質検査の適正化、透明性の確

保のため、水質検査計画の策定が義務付けされました。 

e 水道料金に対する批判 

長引く景気の低迷など大幅な料金値上げは許されない社会状況の

中で、町民の値上げに対する感情は大変厳しくなっています。水道料

金の低廉化のためのコスト縮減に対する町民要求があります。 

f 危機管理対策 

平成１３年９月１１日にニューヨークで発生した同時多発テロ以降、世

界的にテロへの危険性が高まっています。水道水の安全性を確保する

脅威（Ｔ） 
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ため、テロ対策の充実を図り、危機管理対策を充実させる必要がありま

す。 

③ 内部環境（強み） 

a 摺上川ダムの完成 

昭和５７年のダム建設計画着手以来、国土交通省(旧建設省)によっ

て進められてきた摺上川ダム建設事業が、平成１７年度に完成しました。

新しく誕生した摺上川ダムは、有効貯水量が１億４８００万㎥あり、安定

度は飛躍的に向上し、今後の水需要に対しても長期にわたり対応でき

るものと考えております。水質面でも福島市水道水源保護条例の水源

保護地域に指定されているため大変恵まれ安定しています。本町第２

の水源として果たす役割は、重要であります。 

b 受水施設整備 

第４次拡張事業の施行により、西部配水池は、地震に強い新しい配

水施設が整備されました。また、既設配水池と同様に自然流下による省

エネ及び低コストでの供給ができます。 

c ホームページ・イントラネット 

ホームページを１６年１２月に開設し、水道に係る情報公開の推進を

図っています。また、平成６年１２月より庁内イントラネットを導入していま

す。 

④ 内部環境（弱み） 

a 一般会計補助 

平成１７年度から平成１９年度まで補助を導入し、経営安定化を図っ

ています。 

強み（Ｓ） 

弱み（Ｗ） 
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b マニュアルの更新 

マニュアルや戸番図が修正されていないものがあります。 

c 職員のモチベーションの低下 

長期にわたる経費削減の中で、職員のやる気、モチベーションの低

下が懸念されます。 

d 受水費の増加 

摺上川ダムは平成１７年度完成し、安定した良質な水源を確保するこ

とができました。今後の経営に大きな影響を与える受水費は、本格受水

以降は年間約４７００万円程度になる見込みです。 

今後の水道事業経営にとって大きなコスト増の要因となります。 

e 施設の老朽化 

４次にわたり施設を拡張してきましたが、施設の老朽化に対応した計

画的な設備更新が必要となります。 

f 未給水地域解消 

未給水地域は、町周辺部に点在しており、施設整備にあたっては、

給水収益に比べ多額の建設費を要する不採算地区でありますが、公衆

衛生の向上及び公共の福祉の観点から施設整備を行っていく必要が

あります。 

g 老朽管の更新 

石綿セメント管の耐用年数が近づいているので、計画的な布設替え

を行う必要があります。浄水場から羽田までの総延長は１５ｋｍに及び石

綿セメント管の更新には多額の費用(７．５億円)が必要となります。 
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h 情報の共有化不足 

電話等による濁り水、水質、料金等に対する苦情については、各係

が対応しており、情報が共有化されていない場合があります。 

i 職員の技術力低下 

業務の委託化による技術力の低下や団塊の世代が順次定年退職を

迎えることから、技術の継承問題に直面しています。 

 

 強み：(Strength) 弱み：(Weakness) 

内 

部 

環 

境 

・安定水源の確保 

・自然流下によるコスト縮減と

安定供給 

・受水池整備による貯水量の

拡大 

・ホームページが整備されて

いる 

 

・一般会計からの補助 

・給水戸番図があるが補正され

ていない 

・厳しい財政状況で将来のビジョ

ンがなく、職員のモチベーション

が低下 

・施設の老朽化 

・未給水区域解消 

・老朽管の更新 

・委託による職員の技術力低下 

外 

部 

環 

境 

・水道ビジョン・ガイドラインの

策定 

・水道法改正(第３者委託、貯

水槽水道等) 

・指定管理者制度、地方独立

法人 

・地球温暖化対策、循環型社

会の形成 

・市町村合併、広域水道の進

展 

・水道技術、ＩＴ技術の高度化 

・大規模地震の発生と防災意

識の高まり 

・おいしい水への期待 

・少子高齢化、人口減少 

・人口・産業の動向、水需要の動

向 

・デフレ・景気低迷 

・水質監視項目の増加 

・自然災害、テロ 

・水道料金に対する批判 

表３ ＳＷＯＴ分析 
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（３） クロス分析 

水道事業の現状と課題についてＳＷＯＴ分析を行いましたが強み

(Strength)、弱み(Weakness)、チャンス(Opportunity)、脅威(Threat)の４つ

の視点を相互にクロスさせ、構造的な分析を行うのがクロス分析です。ク

ロス分析を実施することで、『強みで機会を生かす』『弱みで機会を逃さな

い』『強みで脅威を機会に』『最悪の事態を避けるためには』どうするのか

の戦略プランを考えます。その結果を次のとおり整理しました。 

（４） バランススコアカード 

近年、組織管理手法としてバランススコアカード(ＢＳＣ)を採用する企業

が増えています。この民間的経営手法であるＢＳＣを使い基本計画を策

定することとしました。ＢＳＣとは、組織が果たすべきミッション(理念)を中心

機会(Opportunity) 脅威(Threat) 

・４次拡張の推進 

・ホームページの充実 

・サービスの向上 

・広域化の検討 

・水源保全の取り組み 

・災害対策の推進 

・未給水区域の解消 

・企業団受水費低減の要望 

・水道基本計画の策定(ビジョン)

の策定 

・委託の推進 

・ＩＴの推進 

・おいしい水のＰＲ 

・ガイドラインの推進 

・職員のモチベーションを上げる 

・積極的なＰＲ、出前講座 

・見学会、イベントの実施 

・水質検査計画と公表 

・人員計画の見直し 

・施設の老朽化 

・老朽管の更新 

・防災マニュアルの定期改正 

・危機管理マニュアル 

・収納方法の検討 

・長期財政計画、財政の健全化 

 

表４ ＳＷＯＴクロス分析 
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におき、組織の大目標を定め、その実現のために個々の目標を設定し、

管理し評価する手法であります。 

各々の目標の達成状況について、『町民』『財務』『業務プロセス』『学

習と成長』の４つの視点をバランスよく取り入れて、様々な視点からどの事

業を選択し集中を進めていくかを判断するために有効な手段です。財務

的視点は『過去』の活動の成果、町民や業務プロセスの視点は『現在』の

活動、学習と成長は『将来』への人材育成・組織学習の視点でもあり、『投

資』でもあります。この４つの視点をバランスよくマネジメントし、組織の目

標達成状況をクリアすること、かつ全職員が目標を共有することが重要で

あると考えています。 
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（５） 戦略マップ 

策定した基本理念、基本方針を実現するための戦略目標を４つの視

点より、「戦略マップ」と呼ばれるチャート検討を行いました。「選択と集

中」の考え方により、戦略目標を整理した結果が下図のようになります。 

町民を満足させるた

めにどのような業務プ

ロセスにするべきか 

ビジョンを達成するために町民に対して 

どのように行動すべきか 

ビジョンを達成するためには 

どのように行動すべきか 

町民の視点 

業務プロセ

スの視点 

財務の視点 

学習と成長視点 

財務的に成功する

ためにどのように行

動するべきか 

戦戦略略  

図１ バランススコアカード概念 
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基本 

理念 
潤いとゆとりあるライフラインの実現を目指します  

町 民 

 

 

 

 

・安定水源の確保 

・サービスの充実 

・維持管理の強化 

・情報公開の推進 

・水質管理の強化 

・未普及地域解消 

・災害対策の強化 

 

 

 

 

 

・ 経営計画の策定 

・ 外部委託の検討 

・ 漏水防止対策 

・ 遊休施設の整理 

・ 広域化の展開 

・ コストの低減化 

財政 

業 務 

プロセス 

 

 

 

 

・バランススコアカードの構築 

・各種マニュアルの作成と見直し 

・インターネットの活用 

・イントラネットによる情報共有化 

・水源保全活動 

・文書管理 

・財務会計システムの更新 

 

学習と

成 果 

 

 

 

 

・能力を高める 

・庁内研修会 

・職員提案制度 

・職員アンケートの実施 

・即対応、現場第一主義 

図２ 川俣町水道事業戦略マップ 

信頼できる 

水道創り 

町民満足

度の向上 

財政の 

健全化 

業務の 

効率化 
ＩＴの活用 環境保全 

職員の 

専門的技術 
職員満足

度の向上 
組織の 

活性化 
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第第第５５５章章章   水水水道道道事事事業業業アアアクククシシショョョンンンプププララランンン

(((具具具体体体的的的ななな取取取りりり組組組みみみ)))   

１１１   町町町民民民かかかららら信信信頼頼頼ささされれれるるる水水水道道道ををを創創創るるる   

将来にわたり、安全で良質な水を安定して供給するために、水質管理体

制の強化、施設の更新や耐震化を進め、平常時はもとより非常時でも供給

できる水道を構築します。 

 

戦略目標 アクションプラン 

   

受水体制の確立 

 

 

・第４次拡張事業の推進 

   

維持管理の強化 

 

 

・老朽管の早期解消 

・各施設間の均衡した改良・更新 

・施設の保全 

   

水質管理の強化 

 

 

 

・自動水質監視装置の設置による連

続管理 

・定期的な配水池内部の点検 

・直結給水の促進と貯水槽管理の啓

発 

・水源環境を考える思想の啓発 

   

災害対策の強化 

 
・災害対策計画の見直し 

・施設耐震化の促進 

   

環境への配慮 

 

 

・環境会計の導入 

・環境保全活動の推進 
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（１） 受水体制の確立 

本事業は、将来にわたりより安定した良質な水の供給するため、水源を

摺上川ダムと既設浄水場とに求め施設の整備を行います。 

平成１５年度から、福島地方水道用水供給企業団より暫定受水を開始

し、平成１９年度には本格受水となり、事業の推進を図ります。 

（２） 維持管理の強化 

① 老朽管の早期更新 

昭和５０年代に布設した石綿セメント管については、計画的な布設替を

実施し、石綿セメント管の全廃に向けて取り組んでいきます。 

② 各施設間の均衡した改良･更新 

取水･浄水･配水の各施設のバランスをとりながら、改良及び更新を行

います。 

③ 施設の保全 

施設の維持管理に努め、施設の保全を図ります。 

（３） 水質管理の強化 

① 自動水質監視装置の設置による連続管理 

水道法により配水ブロックの末端における毎日水質検査が義務付けら

れています。日々測定を末端の水道使用者に検査をお願いしています

が、将来自動測定装置の導入を検討し水質管理を強化します。 

② 池内の点検補修 

定期的に池内部の点検補修を実施し、施設の延命化を図ります。点検

に併せて池内の清掃を実施することにより、水質管理を強化します。 
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③ 直結給水の促進と貯水槽管理の啓発 

小規模受水槽などの管理不備による水質面での使用者不安を解消し、

蛇口での安心できる水質の確保のため、直結式給水の拡大を図ります。 

また、保健所との連携を図りながら、受水槽管理に対する指導、助言を

行います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（４） 災害対策の強化 

① 災害対策計画の見直し 

国内外で多発する地震災害やテロなどへの迅速対応を図るため、災

害対策計画の随時の見直しと、危機管理マニュアルなどの整備を行いま

す。また、定期的な訓練を実施します。 

② 施設耐震化の促進 

配水池の耐震診断を実施し、耐震性に劣る施設については修繕・補

修などの対策を講じて災害に備えます。また、災害時に備え、地下備蓄

タンクを新設し、町民の飲料水を確保します。 

水
道
事
業
者 

都
道
府
県 

水質検査の徹底 

管理の改善 

貯水槽利用者 

水道事業者と連携 

した取組みの強化 

使用者の水質不安解

消への積極的な参加 

条例、要綱に

よる規制指導 

小規模貯水槽水道

貯水槽所有者 給水契約 

施設管理等の 

情報提供 

適切な管理指導 

改善の助言 

図３ 貯水槽管理の啓発 
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（５） 環境への配慮 

① 環境保全活動の推進 

低公害車、グリーン製品などを購入し、環境負荷の低減を図ります。ま

た、水源上流部の森林保全や啓発活動を実施します。 

２２２   町町町民民民満満満足足足度度度ををを向向向上上上さささせせせるるる   

町民の視点に立ち、情報公開を積極的に推進し、水道事業に対する関

心や参画意識を高めます。多様化するニーズや社会情勢に対応し、提供

するサービスの質及び利便性を向上させることにより、町民の満足度を高

めていきます。 

戦略目標 アクションプラン 

   

広報公聴の充実 

 

 

・出前講座、出前教室の開催 

・情報公開の推進 

   

窓口サービスの充

実 

 

 

・収納方法の検討 

   

給水装置の 

維持管理の促進 

 

 

・公道埋設個人給水管の寄付採納検

討 

   

未普及地域解消 

 

 

・未給水地域解消の推進 
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（１） 広報公聴の充実 

① 出前講座、出前教室の開催 

様々な手法により、経営情報などを積極的に分かりやすく提供すると共

に、町民との対話機会の拡大を図ります。また、行政区等に出向き、教室

を開催します。 

② 情報公開の推進 

ホームページ、広報誌(かわまた)、施設見学会などをとおして、経営情

報を積極的に提供すると共に、経営の透明性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 窓口サービスの充実 

① インターネットによる受付 

水道の使用開始・中止のインターネットによる２４時間受付システムに

ついて検討します。 

町 
 

民 

水
道
事
業
者 

ホームページ、広報紙等による情報提供 

町民が求める情報、町民に理解を促がす情報 

町民の意識とニーズの把握 

出前講座等による町民との対話

図４ 情報の提供・共有 
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② コンビニ収納の検討 

水道料金の収納方法は、現在、口座振替と納付・集金制を採用してい

ます。今後は、お客様ニーズや導入に要する費用等を考慮しながら、コン

ビニエンスストアでの収納を検討し、利便性とサービスの向上を図ります。 

（３） 給水装置維持管理の促進 

① 公道埋設共同給水管寄付採納の検討 

開発行為などにより、個人や会社が公道に布設した、個人が所有する

５０ｍｍ以上の給水管の寄付を積極的に受け、水道課で維持管理するこ

とを検討します。 

 

  図５ 給水装置の概要 
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（４） 未普及地域解消 

① 未普及地域解消の推進 

給水区域の水道未使用者の実態を把握、分析し、緊急性を考慮しな

がら計画的に事業を推進して、給水普及率の向上と町民生活の向上を

図ります。 

３３３   経経経営営営ののの健健健全全全化化化ををを図図図るるる   

経営環境の変化等を踏まえ、中長期的な視点に立った経営計画を策定

し、より一層計画性、透明性の高い水道事業経営の推進を図ります。選択

と集中により事業を推進し、コスト縮減に努め、ＰＤＣＡサイクル(計画⇒実

施⇒評価⇒改善)により、適切な計画の見直しを実施します。 
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戦略目標 アクションプラン 

   

健全経営への取り

組み 

 

 

 

 

 

・経営計画の策定 

・外部委託の検討 

・広域化の検討 

・コストの低減化 

   

事業評価による品

質向上 

 

 

 

 

 

・バランススコアカードの導入 

・工事・委託業務評価の通知 

・設計積算の適正化 

・統計資料の充実 

   

漏水防止対策  

 

・漏水調査・修繕の推進 

・輻輳
ふ く そ う

管解消の検討 

   

業務の効率化 
 

 
 

 

 

・ＩＴの推進 

・業務マニュアル化による品質向上 

・業務マニュアルの作成 

（１） 健全経営への取り組み 

① 経営計画の策定 

近年における水需要の減少傾向、摺上川ダム受水に伴う受水費の増

大等で経営状況は大変厳しくなるものと予測されます。 

また、企業債に係る支払利息及び償還元金の合計は、ピークは過ぎ

年々減少していくものの、年間５千万円を超す支払があり経営を大きく圧
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迫しています。今後、戦略計画(事業の選択と集中の観点から)を策定し

健全な事業運営に努めていきます。 

② 外部委託の検討 

既存の全業務について、職員の技術力など事業の中核部へ集中させ

ると共に、「民」の力の活用を進め、効率的、効果的な業務体制を確立し

ます。 

③ 広域化の検討 

企業団末端供給及び近隣市町との維持管理共同化等について検討し

ます。 

④ コストの低減化 

日常的にコスト意識を持ち、アイデア・ひらめきを大切にして議論し、共

通認識のもと、水道事業経営の経費について低減化を図ります。 

（２） 事業評価による品質向上 

① バランススコアカードの導入 

全ての事業を「町民」、「業務プロセス」、「財務」、「学習と成長」の４つ

の視点からのバランスで捉え、事業の選択と集中により、効率的、効果的

な事業を推進します。 

② 工事・委託業務評価の通知・開示 

請負工事、業務委託の成績を評価し、請負者に対して通知開示を行

い、成果品の品質向上に役立てます。 
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③ 設計積算の適正化 

設計マニュアル及び共通仕様書の定期的な改正により、新技術の導

入や上位機関の指導等に対し、迅速な対応を図ります。 

④ 統計資料の充実 

平成１７年１月に水道事業の定量化によるサービス水準向上のため制

定された「水道事業ガイドライン」に基づいて、水道事業報告を見直し、個

別業務における目標管理や事業評価を実施します。 

（３） 漏水防止対策 

① 漏水調査・修繕の推進 

漏水調査を実施し、早期発見・修繕を実施し、有収率の向上を図りま

す。 

② 輻輳(ふくそう)管解消の検討 

道路に重複して埋設されている給水管を、道路改良工事等に併せ給

水管を一本化して、漏水の予防と維持管理の効率化を図ります。 

（４） 業務の効率化 

① ＩＴの推進 

インターネットを利用しての利便性の向上、先進情報取得による業務の

効率化を図ります。また、庁内イントラネット活用による情報の共有化を促

進し、業務プロセスの迅速化、職員の資質の向上を図ります。 

② 業務のマニュアル化による品質向上 

業務のマニュアル化を図り、透明性やアカンタビリテイー(説明責任)が

求められる行政運営に対し、ＰＤＣＡサイクルの形成による品質管理体制

を構築し、町民が満足する行政へと改善します。 
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③ 業務のマニュアルの作成及び見直し 

施設運転操作・点検業務、管理事務事業はじめ収納・接客対応等のマ

ニュアルを作成し、定期的に見直しを図り、迅速かつ確実に業務遂行を

図ります。 

４４４   人人人材材材ののの育育育成成成ととと活活活用用用ををを図図図るるる   

職員の技術・能力の強化を図ると共に、常に職員間で目標を共有し、組

織が一丸となって改革に取り組める風土を作ります。 

 

戦略目標 アクションプラン 

   

専門的能力の向上と

意識改革 

 

 

 

・職員研修の充実 

・迅速対応・現場第一主義の実践 

   

組織の活性化 

 

・職員提案制度の活用 

   

職員満足度の向上 

 

・職員アンケートの実施 

（１） 専門的能力の向上と意識改革 

① 職員研修の充実 

人材育成計画を作成し、事務・技術講習会などの研修会へ積極的に

参加し、職員個々の能力アップを図ります。 

② 迅速対応・現場第一主義の実践 

町民と直接ふれあい、誠実に対応する意識を高め、より深いご理解と

信頼を得られるよう努力します。 
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（２） 組織の活性化 

① 職員提案制度の活用 

職員提案制度の活用し、事務改善指向の職場づくり、職場活力の向上

を図ります。 

（３） 職員満足度の向上 

① 職員アンケートの実施 

アンケートにより職員満足度を調査し、その結果を施策等へ反映させ、

職員のモチベーションの向上を図ります。 
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摺上川ダム受水体制の確立 

ダム水受水率 平成１９年度末 24.0％ 33.3％ 

 

維持管理の徹底 
老朽管(石綿セメント管)

解消率 
平成１９年度末 27.9％ 100.0％ 

 

水質管理の徹底 

連続自動監視装置設置数 平成１９年度末 0 台 ５台 

 

災害対策 

管路耐震化率 平成１９年度末 0.0％ 0.2％ 

 

広報公聴の充実 

ホームページ更新回数 平成１９年度末１２回 ２４回 

 

漏水防止対策 

有効率 平成１９年度末 92.5％ 95.7％ 

 

水道普及率 

給水普及率 平成１９年度末 67.7％ 71.0％ 

 

事業評価 

事業報告を日本水道協会の水道ガイドラインに沿って見直します 

 

数値目標２０１７ 
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第第第６６６章章章   水水水道道道事事事業業業基基基本本本理理理念念念ののの実実実現現現ににに向向向けけけててて   

本町水道事業も成長と拡大の時代が終わり、本格的な維持管理の時代

へ突入しようとしています。摺上川ダムを水源とする福島地方水道用水供

給企業団からの受水開始によって、安定した良質な水を確保できましたが、

その一方、受水費の増大や受水施設の整備に多額の費用を要したことか

ら、財政事情が非常に厳しくなっており、総花的な施策展開は困難となって

おります。 

本計画の基本理念「最高のサービスに挑戦し」のとおり、目標達成のた

めの職員の意識改革を図り、財政計画、事業計画に基づき、これからの水

道事業を進めてまいります。 

また、本計画の策定にあたっては、町民と共に水道課が協働した水道づ

くりの視点に立ち、水道事業経営審議会での審議等を通して、幅広い町民

の意見をいただきました。 

なお、本計画の推進にあたっては、目標値を設定し、基本方針の着実な

実現を目指します。Ｐｌａｎ(計画)    Ｄｏ(実施)    Ｃｈｅｃｋ(評価)     

Ａｃｔｉｏｎ(改善)の考え方に基づき、毎年度、目標値の達成状況を把握し、ホ

ームページ等により公表すると共に、事業成果の検証を行い、改善の必要

な事業を見直しながら、「潤いとゆとりあるライフラインの実現」を目指してま

いります。 

 

図５ ＰＤＣＡサイクル 




